
　１．はじめに

　今回の震災によって深刻なダメージを受けた地域
の再生と創造には、各種のインフラ・ライフライン
を復旧することが喫緊の課題になる。前章（非常時
の交通・地域マネジメント）に詳しく述べられてい
るとおり、道路や交通機関の復旧はその代表である。
ここで、人間の健康という点から見た場合、最も重

要なインフラは睡眠と考えられる。
　被災地の住民はよい睡眠がとれていないと予想で
きる。彼らを支える人々−自衛隊員、自治体職員、
医療関係者、ボランティア−には、まさに不眠不休
の時期があったし、今でもそうかもしれない。睡眠
が乱されると、健康な生活の基盤が崩れてしまう１）。
　非常時の人間・社会セキュリティについて、本稿
では睡眠に焦点を当てて検討する。睡眠の働きを概
観した後に、被災者と支援者に分けて睡眠の問題を
とらえ、候補となる対策を提案する。

　２．睡眠の持つ役割

　２−１　健康
　24時間化社会ではオンとオフとの境目があいまい
になる。その影響は睡眠に大きく現れる。睡眠の時
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間が短くなったり、その質が低下したりすることが
長期にわたると、健康を害することが多くの研究か
ら示されている１，２）。睡眠に問題があると高血圧や
糖尿病といった生活習慣病になりやすい（Fig.1） ３）。
肥満も同様である。また、睡眠時無呼吸症候群をは
じめとする睡眠の病気はもちろん、それ以外の病気
を抱えている場合には睡眠が大幅に妨げられる４，５）。
一方、腰痛などのように慢性的な痛みがあると、そ
れによってよく眠れないばかりか、痛みの回復が遅
れたりもする。
　身体の健康だけでなく、精神の健康を維持する上
でも、睡眠は重要である（Fig.1）。 不安な状況では熟
眠できるはずはない。抑うつと不眠はお互いにつな
がっている。寝酒で眠りがよくなるという誤解が過
度の飲酒を招き、睡眠を損なう可能性もある。
　２−２　安全
　十分な睡眠がとれないと、起きているときにさま
ざまな問題が起こる。強い眠気や集中力の低下によ
って作業能力は悪くなり、ヒヤリ・ハットや事故に
つながりやすくなる。このような事態は徹夜（断眠）
をしたときに顕著に生じる。しかし最近は、睡眠時
間が連日にわたって少し短くなるという慢性的な睡
眠不足のときでも同様であると示されている。
　Fig.2にまとめたように１日４時間の睡眠が５日間
続くと、日数の経過につれて眠気は高まっていく６） 。
また、ランプ（視覚刺激）がついたらできるだけ早く
ボタンを押すという単純な検査であっても、誤りの
頻度は日々増加する。興味深いのは、睡眠不足期間
の後に１日８時間睡眠となる回復日を７日間設けて
も、反応の誤りは実験前のレベルに戻らなかったこ
とである。これらの結果から、①睡眠不足の蓄積に
伴って心身の機能は低下する、②いったん低下した
機能を回復するのにはかなりの時間を要する、と言
える。
　２−３　心の安定
　日々の生活では心穏やかに暮らせるとよい。とは
いえ、悩みや嫌な出来事がなくなることはない。し
たがって、どのように受け止めるか（対処するか）に
よって、心のあり方に違いが生じる。
　普通に睡眠をとった後と断眠の後で、気分が悪く
なるような写真を見せ、参加者の脳の状態を比べた
実験がある７） 。恐怖、怒り、不安などのネガティブ
な感情を処理する脳の部位（扁桃体）を画像検査で調
べると、断眠の後では通常の睡眠の後よりその部位
の活動は約1.6倍強まり、 サイズも約３倍大きくなる

ことが確かめられた（Fig.3）。 つまり、睡眠がとれて
いないと、不快な感情をより強く感じるように、脳
の状態が変わってしまうと考えられる。このような
変化は日常生活で非常に大切な精神面の安寧にとっ
て、決して望ましくない。

　３．被災者と支援者の睡眠：現状

　３−１　避難所で暮らす被災者
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Fig. 1　睡眠問題と健康障害
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Fig. 2　慢性的な睡眠不足と作業能力６）



　直近（平成23年7月22日）の時点で、避難所生活者
は約１万８千人にのぼると報告されている８） 。避難
所の多くは体育館や公民館である。なかなか寝つけ
ない、途中で目覚めてしまう、数時間で起きてしま
うなどの睡眠の問題が大災害の後に生じるのはきわ
めて自然なことである９，１０）。 避難所ではほかの被災
者の声や物音は聞こえるし、寒さや固い床などの条
件も重なる。こうした環境は眠りをさらに難しくす
る。となると、先に述べたような睡眠の持つ重要な
働きが十分には得られないと思われる。無理に眠ろ
うとしてアルコールの力を借りたために自身の健康
を害したり、ほかの被災者とのトラブルに発展した
りすることもある。
　３−２　仮設住宅で暮らす被災者
　仮設住宅に移れると、避難所にある睡眠を妨害す
る要因はなくなるかもしれない。だが、他人との物
理的な間仕切りは確保されたとはいえ、なじみのな
い生活場所、被災者が共通に抱える不安や心配事、
そして余震などは残ったままである。これらは安眠
を妨げてしまう。結果として、健康上の不利益につ
ながることが懸念される。

　３−３　現地の支援者
　現地の役場、消防、警察などで働く人々はそれぞ
れの任務をこなして被災地を再始動させなければな
らない。だが、彼らは同時に被災者でもある１１） 。自
衛隊が撤退し始めていることもあり、これからは仕
事がさらにきつくなると予想される。医師、看護師、
保健師などの保健医療職は被災者の健康を支える主
力部隊である。現地ではそもそもこうした専門家が
不足しているところが多い。しかも複雑な事情を抱
えて困っている患者への対応は、肉体的にも精神的
にもかなりの労力を使う１２） 。 以上のような自治体職
員や保健医療職がもし十分な睡眠をとれなければ、
彼らによるサービスの質も低下する可能性がある。
　現地、あるいはわが国全体の安心・安全に関わる
とも言える福島原子力発電所の事故対応職員は、当
初は、きわめて貧弱な睡眠環境（体育館に畳を敷き、
防護服を着たまま毛布と寝袋のみ）で眠っていたこ
とが明らかになっている１３） 。 満足のいく睡眠がとれ
ないまま、十二分の注意が要求される仕事につけば、
作業の遅れや誤りが生じかねない。
　３−４　現地以外からの支援者
　今回の震災でも、自衛隊員による支援は絶大であ
った。食事、水、入浴場の提供、がれきの除去から
遺体の捜索まで、どれも不可欠な作業であった。た
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Fig. 3　不快な感情を起こす写真に対する脳（扁桃体）の反応７）
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Fig. 4　暗い室内で生活し続けたときの体内リズム19）
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だし、それなるがゆえに、睡眠時間が確保しにくい
ことや、昼間に受けた経験によって睡眠が妨げられ
てしまう危険性が指摘されている１４〜１６） 。同じよう
な睡眠の問題はほかの専門家や非専門家ボランティ
アにもあてはまる１２，１７）。

　４．被災者と支援者の睡眠：対策

　４−１　被災者
　被災者をとりまく睡眠の状況は上述のようにかな
り厳しい。しかも昼間に避難所や仮設住宅の中にこ
もっていると、体内リズムが乱れる可能性がある。
われわれの体内リズムは24時間よりも長い周期を持
っているが、朝に明るい光に当たることによって外
界の24時間という枠に合わせている１８） 。 事実、暗い
部屋の中で生活すると、このように体内リズムをリ
セットできないため、日々、遅値・遅起きになってし
まう（Fig.4） １９）。その結果、心身に不調が生じる。そ
うならないためには、起床時刻をできるだけ一定に
し、昼間は外に出ることを心がけたほうがよい２０，２１）。
起床時刻が規則的である高齢者では、そうでない者
と比べて、夜間睡眠の質が良好であったというデー
タがある（Fig.5上段） ２２）。また、若中年者について
昼間の光曝露量と夜間睡眠の質との関連を調べた結
果、光曝露量の増加に伴って睡眠の質は向上するこ
ともわかっている（Fig.5下段） ２３）。
　昼間の過ごし方が単に外出にとどまらず、例えば
避難所の管理・運営や地域の復興に関わる活動のた
めであると、その意義はより高まる。さらに、なん
らかの仕事のためであれば、もっと望ましい。昼間
の活動が睡眠の改善とともに、被災者の参加した復
興・再生、ひいては収入にもつながれば、複数のメ
リットを生むことになる。
　４−２　支援者
　いかなる形態であれ、被災地での支援では各種の
危険有害因子に曝露する機会が多い。そうなると専
門家個人レベルの対応だけでなく、所属する各組織
レベルにおける事前準備が必要になる１２，２４） 。 その中
で、よい睡眠の確保というのは中核的な課題の一つ
になる。
　ボランティアについても、けがをせずに健康で支
援活動を行うには良好な睡眠が不可欠である。実際、
“しっかり寝るのが今日最後の仕事”として強調する
リーフレットも公表されている２５）。
　４−３　組織的な取り組み
　復興の原動力とも言えるよりよい睡眠を目指して、

被災地の各組織が取り組む余地はないだろうか。非
常時ゆえ実行は容易ではないけれども、昼間に魅力
あるイベントを企画したり、働く場を提供したりす
ることが睡眠の改善につながる可能性を秘めている。
現地ではすでに、そのような活動が進められている。
例えば、被災者自らが復旧・復興のために働き、そ
の対価を支払うという仕組みがある（キャッシュ・
フォー・ワーク・ジャパン、気仙沼復興協会）２６，２７）。
これらは睡眠や健康の促進のみならず、地域社会の
再生にもつながる価値が認められる。しかも、この
ような取り組みは被災者自身の支援への参加や地元
の資源と能力の活用といった災害支援の基本原則に
も合致している２８）。

　５．おわりに

　震災からの再生と創造のためには、被災者、支援
者ともに健康でなければならない。睡眠はそのため
の重要なインフラと位置づけられる。睡眠を改善す
るための条件として、就寝する環境を整えることも
大切ではあるが、むしろ昼間の活動を充実させるこ
とが、急がば回れ式に功を奏すと考えられる。昼間
の自主的な活動は地域の活性化の一助になるという
利点もある。現地の人々も、現地以外の人々も、ぐ
っすり眠れる日ができるだけ早く訪れることを期待
している。
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